
（13）高崎市役所 ☎027-321-1111 2021．7．12021．7．1（（1212））

国保・後期高齢・医療助成のお知らせ

問い合わせ先と申請窓口
国民健康保険税 市役所1階  9番窓口　保険年金課資格賦課担当（☎321-1235）か各支所市民福祉課

高齢受給者証 市役所1階  8番窓口　保険年金課国保担当（☎321-1236）か各支所市民福祉課

認定証
国民健康保険 市役所1階  8番窓口　保険年金課国保担当（☎321-1236）か各支所市民福祉課

後期高齢者医療 市役所1階10番窓口 保険年金課医療給付担当（☎321-1237）か各支所市民福祉課

後期高齢者医療・福祉医療
68・69歳の高齢者医療 市役所1階10番窓口 保険年金課医療給付担当（☎321-1237）か各支所市民福祉課

市は、令和 3年度の国民健康保険の保険税と後期高齢者医療の保険料
のお知らせを 7月中に発送します。また、新しい国民健康保険高齢受
給者証や後期高齢者医療被保険者証などを発送します。
今回号では、保険税などの納付や保険証などの発送日、認定証の申請、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人の減免制度などについて
お知らせします。

国保・後期高齢・医療助成国保・後期高齢・医療助成のお知らせのお知らせ

納付や申請は忘れずに納付や申請は忘れずに

納期限までに忘れずに納付を
納付には、年金から天引きされる「特別徴収」と納

付書や口座振替などで納める「普通徴収」があります。
納付書で納める人は、納期限までに納めてください。
第 1期は、8月 2日㈪です。
減免申請は提出期限までに
　災害や長期入院、失業で収入が著しく減少し、保険
税や保険料の納付が困難なときには、減免制度を利用
できる場合があります。年度当初からの減免を希望す
る人は、8月 2日までに申請が必要です。申請する
前に、各問い合わせ先へ相談してください。
新型コロナの影響を受けた人のための
減免制度があります
　新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の生計の
中心となる人の収入が減少したなど一定の要件を満た
す場合は、保険税や保険料が減免されます。詳しくは、
国保の人は保険年金課資格賦課担当へ、後期高齢者医
療の人は同課医療給付担当へ問い合わせてください。

納税通知書と保険料額決定通知書を 7月 9日・12日に発送

後期高齢者医療保険料

令和 3年度の国民健康保険の保険税額と後期高齢
者医療の保険料額が決定しました。下記のとおり通知
書を発送するので、届いたら確認してください。
国民健康保険税の納税通知書
●送付先＝納税義務者である世帯主 ●発送日＝ 7
月 9日㈮
後期高齢者医療の保険料額決定通知書
●送付先＝被保険者 ●発送日＝ 7月 12日㈪

国民健康保険税

新型コロナウイルス感染症の傷病手当金の申請

国民健康保険か後期高齢者医療の加入者で、新型コ
ロナウイルスに感染、または感染の疑いのため働けず、
給与の支払いを受けられない人は、傷病手当金が支給
されます。支給には一定の要件があります。要件や申

し込み方法など詳しくは、国保の人は保険年金課国保
担当へ、後期高齢者医療の人は群馬県後期高齢者医療
広域連合（☎ 027-256-7171）へ問い合わせてくだ
さい。

　入院時など医療費が高額になる場合に病院の窓口に
提示すると、支払いが一定の上限額までになる認定証
を発行しています。市県民税非課税世帯の人は、入院
時の食事代も減額されます。
　入院や日帰り手術などの予定のある人は、事前に申
請してください。
認定証の交付を受けられる人
国民健康保険
　70～ 74 歳で、今年度の市県民税が課税されてい
る世帯の人は、所得により申請が不要となる場合があ
ります。詳しくは、高齢受給者証に同封の通知で確認
してください。
　認定証は、申請のあった月の 1日から有効です。
現在認定証を持っている人で、8月 1日以降も利用
する場合は、あらためて申請が必要です。申請受付は

7月 1日からです。
●必要な物＝保険証、本人確認のできる物、本人と世
帯主・同世帯の国保加入者のマイナンバー（個人番号）、
認定証（現在交付されている人だけ）、市県民税非課
税世帯の人は過去 12か月の入院日数が分かる領収書
や明細書、代理人が申請する場合は代理人の本人確認
のできる物
後期高齢者医療
　現在、認定証が交付されている人で、引き続き対象
になる場合は、保険証と一緒に新しい認定証を発送し
ます。新たに申請する場合は、事前に相談してくださ
い。
●必要な物＝保険証、マイナンバー（個人番号）と本
人確認のできる物、代理人が申請する場合は代理人の
本人確認のできる物

病院での支払いが上限額までになる認定証の申請

申請が必要な人
3 割負担の人のうち、令和 2年中の収入が一定の基準
より少ない場合、申請すると負担割合が 2割か 1割に
なります。該当する人には「基準収入額適用申請書」
が同封されているので、忘れずに申請してください

手続きが必要な人
対象となる人で、令和 3年度の市県民税などの申告が
必要な人には、その旨を通知します

8 月 1日から使う保険証や受給者証などを発送

　8月1日㈰からは、新しい保険証などを使用してください。詳しくは、同封の通知を確認してください。

高齢者医療費受給資格者証

●対象＝ 68・69 歳の市県民税
非課税世帯の人で、受給資格者
証を持っている人

ひとり親家庭の
福祉医療費受給資格者証

●対象＝ 19 歳未満の子どもが
いるひとり親家庭の人で、受給
資格者証を持っている人

7/16㈮
発送

後期高齢者医療被保険者証
●対象＝ 75 歳以上または認定
による後期高齢者医療被保険者   
●自己負担割合＝ 3割または 1
割

7/8㈭
発送

国民健康保険高齢受給者証

●対象＝ 70～ 74歳の国民健康
保険加入者　●自己負担割合＝
3割または 2割

7/5㈪
発送

7/16㈮
発送

世帯主へ
7/9㈮
発送

被保険者へ
7/12㈪
発送


